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ＣＩ東海から省エネ適判の軽微変更の重要なお知らせ

令和7年4月改正建築基準法、改正建築物省エネ法が施行され、
改正後の完了検査が徐々に申請され始めている状況にあります。
そこで、今回は完了検査における軽微な変更についてポイント
を解説したいと思います。



建物完了検査の省エネ検査はいつ行いますか?

確認申請の完成検査と同時に行います。

誰が検査するんでしょうか?

確認検査員（建築士適合判定有資格者）が省エネ適判の内容も検査します。

検査のポイントを教えてください。

省エネ適合判定に要した設計図書通りに施工されていることを
工事管理の実施状況の確認並びにや現地検査による確認をします。

計画書と現場が違っていたら軽微変更のどのルートに該当するか確認し
てください。わからなければ、検査予約前に本社評価グループへお問い合
わせください。

省エネ適判の完了検査ってなに ?



住宅の軽微変更はどういうものなの?

省エネ適判の計画変更

1 住宅から店舗など異なる用途に変更する場合
2 外皮性能に係る計算方法の変更として、標準計算から仕様基準又は仕様基準
から標準計算に変更する場合
３一次エネルギー消費性能に係る計算方法の変更として、標準計算から仕様基準
又は仕様基準から標準計算に変更する場合

軽微変更の前に計画変更のことを解説します。

省エネ適判(住宅）の軽微変更その１

◇上記以外の変更はルートＡからＣのどれかに該当します。

仕様基準を用いた場合は以下の2つの変更です。

外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に係る変更
一次エネルギー消費量に関する基準に係る変更

ただし、品番が変更されて能力には変更がなかった場合等は対象外です。
※ 別添一次エネルギールート判別表の黄色のハッチ部分がこれにあたります。



ルートＡは外皮性能の向上や設置する設備機器等の省エネ性能向上など建築物のエネルギー消費性能等
を向上、あるいはエネルギー消費性能等に影響を及ぼさないことが明らかな変更。

ルートＢは一定以上のエネルギー消費性能を有する(変更前の一次エネルギー消費量（その他一次エネ
ルギー消費量を除く。が基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）に比較し
10％以上少ない）建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更。

非住宅のBEI値が10％以上少ない0.9以下と同じ考え方なんですね。

ルートＣはルートＡまたはルートＢに該当せず、外皮性能及び建築物のエネルギー消費性能に係る計算
により、省エネ基準に適合することが明らかな変更が該当します。

軽微変更するとルートＡ、ルートＢ又はルートＣのどれかに該当するということなんですね。

省エネ適判(住宅）の軽微変更各ルートの解説

詳しい解説は、国土交通省(住宅局)資料ライブラリー「省エネ基準適合義務対象建築物に
係る完了検査の手引き」（令和7年4月版） 第4章 軽微な変更説明書の確認をご覧ください。



令和7年4月から建築基準法が改正されて検査済証が交付されないと住宅
が使用できないと聞きました。
また、空調設備機器は建築主様が完了検査後に取り付けすることがあり

ますがどのようにしたらいいのでしょうか。

住宅であっても省エネ適判の検査が合格しないと検査済証が交付されま
せん。
完了検査時に設置されているか否かで判断します。入居後に設置される

場合は、省エネ適判申請時に『設置しない』又は『設置する』『入力しな
い』『規定値を用いる』を選択してください。

省エネ適判(住宅）の空気調和設備等の設置の考え方



 省エネの軽微変更もあるけど開口部を変更した場合など建築確認申請の変更
にも該当しないのですか。

基本的には、確認申請も省エネ適判も軽微変更は必要となります。一部例外が
ありますので要相談です。
確認の軽微変更が必要な時と不要な時があります。ＬＶＳの計算に影響するも

ので明らかに有利側なものは不要となります。（非居室の窓は影響はありませ
ん。）排煙検討で使用する窓は必要な時もあるので担当者に相談してください。

両方必要な場合の変更手数料は、どちらか高いほうの手数料だけで徴収させて
いただきます。

 仮に1回軽微変更を提出してからか完了検査で不都合が発覚したらもう一度軽
微変更の手続きしないとだめですか。

そのとおりです。ですから工事を監理する設計者様は建築基準法、省エネ法の
両方をしっかり監理してください。

省エネ適判(住宅）と確認申請の軽微変更の考え方



申請方法軽微変更ルート省エネ申請種別

軽微な変更説明書（第一面・第二面）
軽微変更ルートＡ

省エネ適判
軽微な変更説明書（第一面・第三面）

軽微変更ルートＢ

軽微変更該当証明申請書
軽微変更ルートＣ

軽微な変更説明書（第一面・第二面）
軽微変更ルートＡ

⾧期使用構造等省エネ
適判を省略した場合）
（コース１）

軽微な変更説明書（第一面・第三面）
軽微変更ルートＢ

軽微な変更説明書（第一面）
+

変更確認申請書（第十一号の三様式）

軽微変更ルートＣ

省エネ適判(住宅）と⾧期使用構造等の省エネ適判を省略した場合の軽微変更の申請書



ＣＩ東海ＨＰ 省エネ適判＞必要書類ダウンロード
●軽微な変更の掲載されています。

仕様基準を用いた場合の軽微変更の様式



ＣＩ東海ＨＰ 省エネ適判＞必要書類ダウンロード
●軽微な変更の掲載されています。

標準計算を用いた場合の軽微変更の様式


